
7

１

　３

　５

　
　８

　10

　
　13

　15

　
　18

　20

　
　23

　25

　
　28

　30

　
　33

　35

　
　38

　40

　
　43

　45

　
　48

　50

　
　53

　55

　
　58

　60

　62

No.867 2026 年 3 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344
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　　マイナンバーカードに関する手続は予約制です

　マイナンバーカードに関する手続（申請、受取、電子証明書更新など）は住民課で

予約制にて行っています。

〔受付時間〕

　平日の午前９時から１１時まで、

　　　　午後１時３０分から４時まで

　＊土曜日、日曜日、祝日は窓口を開設していません。

　　（夜間または休日窓口開設時を除く）

　＊予約をされずに来庁された場合、お手続きができなかったり、お待ちいただく場合が

　　ありますので、ご注意ください。

　＊仕事や学校などで平日日中の来庁が難しい場合は、ご相談ください。

※予約・問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２

転出届はマイナポータルから

　転出する際に手続が必要な転出届は、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ち

で、国内へ引っ越しをする方は、マイナポータルを通じてオンラインによる提出が可能です。

　このサービスを利用する方は、転出にあたり町役場への来庁が原則不要となります。

＊マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入

　届等の手続が必要です。

※問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２

　デジタル庁政策ページ「引越し手続オンラインサービス」　☞　
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◇退職予定の皆様へ「国民年金の加入と保険料のお知らせ」

　日本に住む２０歳以上６０歳未満のすべての方は、国籍を問わず、日本の公的年金制度

（「厚生年金保険」または「国民年金」）に加入する必要があります。「厚生年金保険」に加

入している方が退職すると、「国民年金」への加入手続きが必要となります。

「国民年金」に加入すると、毎月、国民年金保険料を納付する必要があります。

　保険料の納付は、口座振替やクレジットカードでの納付が便利で確実です。なお、「国

民年金」は、失業などを理由に保険料の納付が困難な場合、保険料の免除・猶予制度があ

ります。納付が困難な場合は、未納のままにせず、必ず、免除・猶予制度の申請をしてく

ださい。

◇国民年金保険料の学生納付特例の継続申請について

　国民年金保険料の学生納付特例を利用されていた方で、次年度も引き続き在学予定の方

に、ハガキ形式の申請書をお送りします。必要事項を記入してポストへ投函することで、

申請が可能となります。この場合、在学証明書や学生証の写しを添付する必要はありませ

ん。申請書を提出しないと、学生納付特例が適用されず、国民年金保険料が未納となって

しまいます。万一のことが起こったときに障害年金が受け取れなくなる可能性があります

ので、必ず提出してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本年金機構

※問い合わせは、青梅年金事務所　☎３０－３４１０　　　　　　　　　ホームページ

　または、ねんきんダイヤル　☎０５７０－０５－１１６５　　　　　　☜
　日本年金機構ホームページ　ＵＲＬ　https://www.nenkin.go.jp/

年金のお知らせ

令和８年度固定資産税課税明細書および固定資産課税台帳閲覧について

　町では、毎年５月に固定資産税課税明細書を納税通知書と一体化してお届けしていま

す。納税通知書がお手元に届く前に令和８年度の固定資産税の課税内容を確認したい場合

には、４月１日（水）から役場住民課で固定資産課税台帳（名寄帳）の閲覧ができますの

でご利用ください。

　また、固定資産税における土地の課税については、毎年１月１日現在の土地の現況と登

記地積で計算します。そのため、国土調査法に基づき実施された地籍調査の登記が完了し

た土地については、登記の完了した年の翌年度から新しい登記地積で固定資産税を課税す

ることとなります。

　令和８年度は、令和７年中に登記が完了した小丹波地区（南ノ原、竹ノ平、宮ノ下、滝ノ平、

妻戸、稲荷之上、黒指）、川井地区（堀口）を新しい地積で課税します。令和８年度の固定

資産税の課税内容については、固定資産課税台帳の閲覧または固定資産税課税明細書でご

確認いただくようお願いします。

　納税者のみなさんのご理解とご協力をお願いします。

　※固定資産税に関する問い合わせは、住民課　☎８３－２１９０

　※地籍調査に関する問い合わせは、環境整備課　☎８３－２３６７
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